
 
 
 

 

令和 6年能登半島地震で被災された方へ 
市営住宅７戸提供します 

 

松戸市では、令和６年１月１日に発生した令和６年能登半島地震で被災された方に

対し、以下のとおり市営住宅を提供します。 

 

●提供戸数 

７戸 

 

●使用期間 

原則として入居した日より３か月（最長１年まで更新可） 

 

●使用料 

市営住宅家賃、敷金免除 

 

●申し込み受付期間 

令和６年１月１０日（水）より 

※申し込みは先着順で、提供戸数に達した時点で終了いたします。 

所定の申請書及び証明書類を提出のうえ、受付順に順次、入居手続きを行います。 

 

●申し込み・お問い合わせ先 

松戸市街づくり部住宅政策課 

電話：０４７－３６６－７３６６ 

（土日、休日を除く 午前８時３０分から午後５時まで受付） 

 

 

松 戸 市 報 道 資 料  
令 和 ６ 年 １ 月 ９ 日  

【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８ 千葉県松戸市根本３８７－５ 

松戸市街づくり部住宅政策課 ☎０４７－３６６－７３６６ 

ＦＡＸ０４７－３６６－２０７３ ✉ mcjuutaku@city.matsudo.chiba.jp 


